
技術管理部長（常勤嘱託）の採用募集について 

 

公開 令和４年４月２６日 

 

 

１ 事業所に関すること 

 ⑴ 事業所名 

   陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

   （労働災害防止団体法に基づく厚生労働省が所管する特別民間法人） 

 ⑵ 本部所在地 

   〒１０８－００１４ 

   東京都港区芝５－３５－２ 安全衛生総合会館１０階 

   電話０３－３４５５－３８５７ ＦＡＸ０３－３４５３－７５６１ 

   ＪＲ田町駅、都営地下鉄三田線から徒歩５分 

   ホームページ http://www.rikusai.or.jp 

 ⑶ 事業内容 

   労働災害防止団体法に基づき、陸上貨物運送事業における労働災害防止に係る諸

活動 

 ⑷ 創業 

   昭和３９年 

 ⑸ 従業員 

   本部 １４名（うち女性４名） 

  

２ 採用に関すること 

 ⑴ 職種 

   嘱託職員（技術系管理職） 

 ⑵ 仕事の内容 

  ・陸運業の安全衛生意識向上のための各種取組に関する総括管理業務 

・陸運業の労働災害防止に関する技術的事項の総括管理業務 

  ・陸災防各都道府県支部の安全衛生活動に関する総括管理業務 

  ・安全管理士、衛生管理士の活動の総括管理業務 

  ・関係行政機関、陸運関係団体等との調整業務 

  ・その他陸運業の労働災害防止に関する必要な事項の総括管理業務 

 

 

 

http://www.rikusai.or.jp/


 ⑶ 応募資格 

  ・一定程度の規模を有する組織の重要な管理職等として、組織管理能力、企画立案

能力、対外調整能力等を発揮してきた実績を有していること、又は、これと同等の

職務経歴を有していること 

  ・学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した者で、その後７年以上の産

業安全、労働衛生に係る実務の経験を有する者 

  ・労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法令に精通していること 

  ・労働現場を熟知しており、事業主や団体に対する安全衛生に関する指導業務の経

験があること 

 ⑷ 必要な免許資格等 

・労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法施行規

則第１条第１号又は第２号の規定に基づく安全管理士の資格を有する又は取得で

きることが望ましい。 

 ⑸ 年齢 

   不問 

 ⑹ 採用人数 

   １名 

 ⑺ 雇用期間 

   令和４年７月１日～令和５年３月３１日 

   上記期間経過後、必要により１年以内の期間を定めて更新することがある。 

   ただし、原則として満６５歳の年度末までとする。 

   なお、採用時の年齢及び勤務状況によって、６５歳を超えて雇用することがある。 

⑻ 勤務場所 

   陸上貨物運送事業労働災害防止協会本部（事業所所在地に同じ） 

⑼ 勤務時間 

   ８時３０分から１７時まで（休憩時間４５分） 

 ⑽ 休日 

   毎週土・日曜日、国民の祝日、創立記念日（8 月 15 日）、年末年始 

 ⑾ 手当の額 

   俸給    280,000 円～317,000 円 

   地域手当   56,000 円～ 63,400 円 

   その他、通勤手当、扶養手当、職務手当、賞与（期末・勤勉手当）については、当

協会の規程に基づき支給する。 

 ⑿ 手当の支給日 

   毎月１６日とし、当月分を支給する。 

 



 ⒀ 社会保険 

   有（健康保険、厚生年金保険、労働保険） 

  

３ 選考に関すること 

 ⑴ 選考方法 

  ① 書類選考 

  ② 書類選考後、小論文提出 

    「陸運業における労働災害の現状及び課題」について 1600 字程度 

  ③ 面接 

 ⑵ 提出書類 

① 履歴書（写真添付） 

② 産業安全衛生等に関する職務経歴書 

 ⑶ 受付期間 

   令和４年４月２５日から令和４年５月２７日 

 ⑷ 書類選考 

   履歴書、産業安全衛生等に関する職務経歴書を本部所在地（総務課長あて）に送

付すること。 

   書類到着後１４日以内に書類選考の結果を通知する。 

   なお、応募書類の返却は行いません（責任廃棄）。 

 ⑸ 選考日時 

   令和４年５月以降随時 

 ⑹ 採否決定 

   面接後１４日以内 

 

 

採用担当者 

総務部総務課長 松原 徹 

連絡先 ０３－３４５５－３８５７ 


